入院患者預り金管理及び日用品購入業務等医療外代行業務についての約定書

□自己管理を希望します　　　□病院管理を希望します

大泉病院管理者 冨田真幸（以下「甲」という）と申込者・入院者（以下「乙」という）とは、入院者の入院期間中、下記の事項を約定します。

１．乙は、入院者の生活に必要な金銭の取り扱い及び物品等の購入について甲に次の業務を委託す
る。

　（１）入院生活に必要な金銭の出納管理（入金、保管、出金）
　（２）日用品、おやつ、その他の物品等の購入

２．甲は、上記１の業務を次の通り行う。ただし、入院者の金銭等の管理は、病状等から自己管理
が困難な者に代わって病院側が管理するものであり、これらの者に対しても金銭等の管理方法等を指導し自己管理させるよう努める。
　
　（１）乙から依頼のあった金銭（以下「預り金」という）について適正に出納管
理を行う。
　（２）入院者以外から金銭の預かりについて依頼があった時は、その都度その内容を入院者に通
知する。
　（３）預り金の出納管理は、入院者ごとに個人台帳を作成する。
　（４）預り金の収支状況については、毎月１回、定期的に入院者に提示し説明する。
　（５）乙から請求があった場合には、直ちに預り金の収支状況について提示し説明する。
　（６）預り金の支出又は物品の購入は、入院者から文書による依頼が無い限り行なわない。
　（７）預り金の支出又は物品の購入をする時は、当該依頼書、領収書等支出又は物品の購入を明
らかにする書類等を整理保管する。
　（８）入院者が文書により預り金の一部の引き渡しを希望した場合には、当該金額を預り金の中
から引き渡す。

３．乙は、上記１の業務に要する費用として人件費や諸経費等を基に算出した日額（預り金管理料
１００円及び日用品費購入業務委託料０円）を翌月２０日迄に入院料と一緒にあるいは、退院日に病院管理者に支払う。

４．甲は、預り金につて事故等が生じた場合には、その責任を負う。
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